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第３編 計画の目標値・ 

サービスの見込み量 
 

【障がい福祉計画】 
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平成 26 年度の目標 Ⅰ 

平成 26 年度における基本目標は次のものとします。 

 

    ■施設入所者の地域生活への移行 

施設に入所している障がいをもつ方が、自立訓練事業などのサービスを利用すること

で、グループホームやケアホーム、一般住宅等に移行し地域生活が送れるようになるこ

とをめざします。 

こうした取り組みを踏まえ、グループホームやケアホーム、一般住宅へ移行する方と

して、平成 26 年度末までに地域生活へ移行する方の数値目標を設定します。 

    ■入院中の精神障がい者の地域生活への移行 

受け入れ条件が整えば退院可能な精神障がい者（退院可能精神障がい者）が必要な自

立訓練事業などのサービスを利用することで退院可能となり、地域生活が送れるように

なることをめざします。 

こうした取り組みを踏まえ、自立訓練事業などの必要量を見込み、平成 26 年度末まで

の退院可能精神障がい者数の減少目標値を設定します。 

    ■福祉施設から一般就労への移行等 

就労移行支援事業などを通じ、平成 26 年度末までに、福祉施設を利用している障がい

をもつ方が、一般就労する数値目標を設定します。 

 
 

■ 平成 26 年度の目標  

計画目標値 
目  標 指  標 

基準年 現 況 平成26年度 
（平成 17 年） （平成23年） 

現在の入所者の10％以上が地

域生活に移行 
－ 8.2％ 13.1％ 

施設入所者の地域生活

への移行 
61 人 56 人 53 人 施設入所者数を７％以上減少 

退院可能精神障がい者

の地域生活への移行 

退院可能精神障がい者数の減

少 
2 人 0 人 1 人 

福祉施設から一般就労

への移行 

福祉施設から一般就労への移

行者数を現在の４倍以上増加 
0 人 2 人 4 人 
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サービス提供に対する基本的な考え方 Ⅱ 

     
 
 

サービスの体系 １ 

平成 26 年度までの 3 つの目標値を達成するため、本計画では次の施策体系に基づき、

計画的に取り組みます。 

 

１）国が定める基準で実施するサービス（自立支援給付） 

 
 

 
◎居宅介護（ホームヘルプ） （１）訪問系サービス 

◎重度訪問介護 

◎同行援護 

◎行動援護 

◎重度障がい者等包括支援 

 

◎生活介護 （２）日中活動系サービス 

◎自立訓練（機能訓練） 

◎自立訓練（生活訓練） 

◎就労移行支援 

◎就労継続支援（Ａ型・雇用型） 

◎就労継続支援（Ｂ型・非雇用型） 

◎療養介護 

◎短期入所（ショートステイ） 

 

◎共同生活援助（グループホーム） （３）居住系サービス 

◎共同生活介護（ケアホーム） 

◎施設入所支援 

 

◎計画相談支援 （４）指定相談支援 

◎地域相談支援（地域移行支援） 

◎地域相談支援（地域定着支援） 

 
 



２）町で行うことが定められているサービス（地域生活支援事業） 
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（１）地域生活支援事業 
◎相談支援事業 

◎成年後見制度利用支援事業 

◎コミュニケーション支援事業 

◎日常生活用具給付事業 

◎移動支援事業 

◎地域活動支援センター事業 

◎独自事業 

・日中一時支援事業 

・自動車運転免許取得費及び自動車改造費 

助成事業 
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サービスの内容 ２ 

１）指定障がい福祉サービス 

     

① 訪問系サービス 
■ 居宅介護（ホームヘルプ） 

居宅における入浴、排せつ、食事の介護、調理、洗濯などを行います。 

■ 重度訪問介護 

重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障がい者に入浴や排せつ、食事な

どの介助や外出時の移動の支援を総合的に提供します。 

■ 同行援護 

       視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等につき、外出時におい

て、当該障がい者等に同行し、 移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護

等を行います。（平成 23 年 10 月創設） 

■ 行動援護 

知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者等であって、

常時介護を要する者に介助や外出時の移動の支援などを提供します。 

■ 重度障がい者等包括支援 

意思の疎通が著しく困難で、常時介護を要する障がい程度区分６の障がい者等で

あって、その介護の必要度が著しく高い方に障がい福祉サービスを包括的に提供し

ます。 

② 日中活動系サービス 
■ 生活介護 

地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護が必要な障がい者

に、日中、入浴、排せつ、食事の介護、創作的活動、生産活動の機会を提供します。 

■ 自立訓練（機能訓練） 

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体

障がい者に、理学療法や作業療法等の身体的リハビリテーション、日常生活に係る

訓練等の支援を実施します。 

■ 自立訓練（生活訓練） 

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等の必要がある知的障がい者・精神

障がい者に、社会的リハビリテーションやサービス提供機関との連絡調整を行う等

の支援を実施します。 

■ 就労移行支援 

一般就労等を希望し、一定期間にわたって知識・能力の向上や企業等とのマッチ

ングを図ることにより就労等の見込まれる障がい者に対し、就労に必要な知識・能

力向上のための訓練を一定期間実施します。 
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■ 就労継続支援（Ａ型・雇用型） 

就労移行支援事業等を利用したが一般企業の雇用に結びつかない障がい者や就労

経験のある障がい者等に、就労機会の提供を通じ、生産活動にかかる知識及び能力

の向上を図り、事業所内において、雇用契約に基づいて就労の機会を提供したり、

一般就労に必要な知識・能力が高まった者は、一般就労への移行に向けて支援しま

す。 

■ 就労継続支援（Ｂ型・非雇用型） 

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない障がい者や、

一定年齢に達している障がい者等に、事業所内において、就労の機会や生産活動の

機会を提供（雇用契約は結ばない）したり、工賃の支払い目標水準を設定し、額の

アップを図り、知識・能力が高まった者について、就労への移行に向けて支援しま

す。 

■ 療養介護 

病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障がい

者に、病院等への入院による医学的管理の下、食事や入浴等の介護を提供したり、

日常生活上の相談支援やレクレーション活動等の社会参加活動支援、声かけ、聞き

取り等のコミュニケーション支援を実施します。 

■ 短期入所（ショートステイ） 

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴や排せつ、

食事の介護などを行います。 

③ 居住系サービス 
■ 共同生活援助（グループホーム） 

介護の要らない軽度知的障がい者、精神障がい者で共同生活を営むことに支障の

ない障がい者に、夜間、共同生活を営むべき住居において、相談その他食事等の日

常生活上の援助を行います。 

■ 共同生活介護（ケアホーム） 

介護を要する重度知的障がい者、精神障がい者の共同生活の場で、家事等の日常

生活上の支援と食事や入浴、排せつ等の介護を併せて提供します。 

■ 施設入所支援 

施設入所者に、入浴や排せつ、食事の介護などを提供します。 

④ 指定相談支援 
■ 計画相談支援 

       障がい福祉サービス又は地域相談支援を利用する全ての障がい者を対象に、支給

決定時のサービス等利用計画・障がい児支援利用計画案の作成やサービス事業者と

連絡調整、モニタリングを行います。 

■ 地域相談支援（地域移行支援） 

地域生活へ移行するにあたって、地域生活の準備等の支援を行います。 

■ 地域相談支援（地域定着支援） 

安定した地域生活を定着させるための相談支援を行います。 

 



２）地域生活支援事業 

     

■ 相談支援事業 

障がい者等、障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う者などからの相談に

応じ、必要な情報の提供等を行うことや、権利擁護のために必要な援助を行うこと

により、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにす

ることを目的としており、一般的な相談支援を行う「障がい者相談支援事業」と、

専門的職員を配置して相談支援機能の強化を図る「相談支援機能強化事業」、賃貸住

宅の入居の際の調整等の支援を行う「住宅支援等支援事業」があります。 

平成 22 年に「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉

施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整

備に関する法律」（以下「整備法」という。）の成立により、平成 24 年度からは、相

談支援事業の地域における中核的な役割を担う機関として「基幹相談支援センター」

が創設され、市町村において設置することが望ましいとされています。 

なお、「整備法」の成立により、平成 24 年 4 月から、これまで地域生活支援事業 

      において、地域のおける障がい福祉に関する関係者による連携及び支援の体制に関 

する協議を行うための会議として位置づけられていた「自立支援協議会」が法定化 

されています。 

■ 成年後見制度利用支援事業 

障がい福祉サービスを利用しようとする重度の知的障がい者又は精神障がい者に

対し、成年後見制度の申立てに要する経費（登記手数料、鑑定費用等）及び後見人

等の報酬を助成します。平成 22 年の「整備法」の成立により、平成 24 年 4 月から

必須事業に位置づけられています。 

■ コミュニケーション支援事業 

聴覚・言語機能・音声機能・視覚障がいのため、意思疎通を図ることに支障があ

る方に対し、手話通訳者等の派遣を行い、障がい者のある方との意思疎通を仲介し

ます。事業には「手話通訳者・要約筆記者派遣事業」、「手話通訳設置事業」に区分

されます。 

■ 日常生活用具給付事業 

重度の障がい者等に対して、自立生活支援用具等の日常生活用具の給付を行うこ

とにより、日常生活の便宜を図ります。 

■ 移動支援事業 

屋外での移動が困難な障がい者等に対しての外出の際の移動を支援します。 

■ 地域活動支援センター事業 

障がい者等がセンターに通い、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との

交流の促進等の支援を行います。 
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■ 独自事業 

市町村が地域状況を踏まえ必要に応じ任意に実施する事業です。 

当別町では、次の事業を実施します。 

・日中一時支援事業 

  障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及

び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を確保します。また、

通所による創作的活動、就労支援等の各種サービスを提供します。 

      ・自動車運転免許取得費及び自動車改造費助成事業 

        自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成します。 
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１）指定障がい福祉サービスの必要量の見込み 

     

必要量の見込みにあたっては、現在の状況をふまえ、利用者や事業者のニーズや意向、

障がい者の将来動向等を総合的に勘案して、必要量を見込みます。 

サービス名 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

訪問系（月平均）    
２１人 ２３人 ２５人 

居宅介護（ホームヘルプ）  
１２４時間 １３４時間 １４４時間 

０人 ０人 ０人 
重度訪問介護  

０時間 ０時間 ０時間 

３人 ３人 ３人 
同行援護 

１０時間 １０時間 １０時間 

５人 ５人 ５人 
行動援護  

４６時間 ４６時間 ４６時間 

０人 ０人 ０人 

 

重度障がい者等包括支援  
０時間 ０時間 ０時間 

日中活動系（月平均）    

５１人 ５１人 ５１人 
生活介護  

１，１２２人日 １，１２２人日 １，１２２人日 

０人 ０人 ０人 
自立訓練（機能訓練） 

０人日 ０人日 ０人日 

１人 １人 １人 
自立訓練（生活訓練） 

２２人日 ２２人日 ２２人日 

５人 ５人 ５人 
就労移行支援  

１１０人日 １１０人日 １１０人日 

１人 １人 １人 
就労継続支援（Ａ型・雇用型）  

２２人日 ２２人日 ２２人日 

３０人 ３１人 ３２人 
就労継続支援（Ｂ型・非雇用型） 

６６０人日 ６８２人日 ７０４人日 

４人 ８人 ８人 
療養介護  

８８人日 １７６人日 １７６人日 

８人 ８人 ８人 

  

短期入所（ショートステイ） 
２５人日 ２５人日 ２５人日 

サービスの見込み量と確保の方策 Ⅲ 

指定障がい福祉サービス １ 
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サービス名 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

居住系（月平均）    

共同生活援助（グループホーム） 
３５人 ３５人 ３５人 

共同生活介護（ケアホーム）   

施設入所支援  ５９人 ５６人 ５３人 

相談支援（月あたり）    

 計画相談支援 ６人 １９人 ２７人 

 地域相談支援（地域移行支援） １人 １人 １人 

 地域相談支援（地域定着支援） １人 １人 １人 

 
 

２）指定障がい福祉サービスの必要量確保の方策 

     

(1) 訪問系指定障がい福祉サービス 
○ 必要量の確保については、利用者自らが事業者を選択できるように指定障がい

福祉サービスを行う事業者の整備に努めていきます。 

○ 退院可能な精神障がい者や施設入所者の地域移行により、障がいのある方が単

身で生活を始める例がこれまで以上に増え、居宅介護の需要も増えることが予想

されます。退院・退所後の生活が円滑にできるように、必要量の確保と同時に障

がいの特性を理解したホームヘルパーの養成を事業所に働きかけていきます。 

 
(2) 日中活動系指定障がい福祉サービス 
○ 日中活動系のサービスは、利用者が、居住系サービスと組み合わせて必要なサ

ービスを選択することができ、多様なサービス需要への対応が必要となります。

そのため、サービス提供体制については、事業者のサービス提供体制やサービス

需要の動向の把握に努めます。 

○ サービス提供体制を充実するために、関係機関の連携を強め、情報の共有化を

図ります。 

 
(3) 居住系指定障がい福祉サービス 
○ 入院中の精神障がい者の地域生活への移行を進めるためには、共同生活援助（グ

ループホーム）及び共同生活介護事業（ケアホーム）の計画的な推進が必要とな

り、事業所の立地動向の把握や誘導に努め、適切なサービス量を見込みます。 

○ 福祉施設から地域生活へ移行する人数（平成 26 年度までに 3名程度）及び居宅

からグループホームやケアホームに移行する人数（平成26年度までに5名程度）、

退院可能な精神障がい者（平成 26 年度までに 1名程度）が見込まれるため、民間

活力を利用したグループホームやケアホームの設置を促進します。 
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地域生活支援事業 ２ 

 

１）地域生活支援事業の必要量の見込み 

 
地域生活支援事業の必要量は、現在の状況をふまえ、利用者のニーズや意向、障がい

者の将来動向などを総合的に勘案して見込みます。 

 
 ■ 相談支援事業の必要量見込み 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

サービス名 
実施見込み箇所数 実施見込み箇所数 実施見込み箇所数 

（か所） （か所） （か所） 

(1)相談支援事業    

①障がい者相談支援事業    １    １    １ 
 
②相談支援機能強化事業（実施の有無） 有 有 有 

 
 
 
 ■ 成年後見制度利用支援事業の必要量見込み 

平成２４年度 平成２５２年度 平成２６年度 

サービス名 
実施見込み者数 実施見込み者数 実施見込み者数 

（人） （人） （人） 

(2)成年後見制度利用支援事業 １ １ １ 

 
 
 
 ■ コミュニケーション支援事業の必要量見込み 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

サービス名 
実利用見込み者数 実利用見込み者数 実利用見込み者数

（人） （人） （人） 

(3)コミュニケーション支援事業    

 ①手話通訳者・要約筆記者派遣事業 ２ ３ ３ 

 
 
 



 ■ 日常生活用具給付事業の必要量見込み（年間延べ給付件数） 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

サービス名 
給付等見込み件数 給付等見込み件数 給付等見込み件数

（件） （件） （件） 

(4)日常生活用具給付事業    

①介護・訓練支援用具 １ １ １ 

②自立生活支援用具 １５ １５ １５ 

③在宅療養等支援用具 ３ ３ ３ 
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④情報・意志疎通支援用具 ３ ３ ３ 
 

⑤排せつ管理支援用具 ３４８ ３６０ ３７２ 

⑥居宅生活動作補助用具（住宅改修費） １ １ １ 

 
●介護・訓練支援用具～特殊寝台、特殊マット等  
●自立生活支援用具～入浴補助用具、杖等 
●在宅療養等支援用具～ネブライザー（吸入器）、電気式たん吸引機等 
●情報・意思疎通支援用具～視覚障がい者用活字文字読み上げ装置、聴覚障がい者用受信装置等 
●排せつ管理支援用具～ストマ用装具（蓄便・尿袋）等 

 
 
 
 ■ 移動支援事業の必要量見込み 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

実施見込み箇所数 
１０ １０ １０

（か所） 

月間利用見込み者数 

（人） 
３０ ３２ ３４(5)移動支援事業 

月間延利用見込み時間数

（時間） 
５３４ ５６６ ５９８

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ■ 地域活動支援センター事業の必要量見込み 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

実施見込み箇所数 
２ ２ ２ 
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（か所） (6)地域活動支援セン

ター事業 利用見込み者数 
１７ １７ １７ 

（人） 
 
 

 
 ■ 独自事業の必要量見込み 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

実施見込み箇所数 
８ ８ ８ 

（か所） 

月間登録見込み者数 

（人） 
１３ １５ １７ (7)日中一時支援事業 

月間利用見込み時間数 

（時間） 
１４１ １６３ １８５ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２）地域生活支援事業の必要量確保の方策 

 
地域生活支援事業のサービス提供について、基本的な方策として、民間事業者の参入

を促すとともに、必要なサービスの量と質を確保し、利用者がそれぞれのサービスの選

択を可能にさせるため、研修事業の実施や事業者間の連絡調整・情報共有を図っていき

ます。 

具体的には、事業ごとに次のことに留意して進めます。 

 
(1) 相談支援事業 
○ 福祉・医療・保健等との緊密な連携による相談窓口のネットワークを構築し、

身近なところで相談できるサービス提供体制の構築のため、相談支援事業として、

北海道から指定を受けた相談支援事業者が障がい者等からの相談に応じ、必要な

情報提供等を行います。当別町では、ＮＰＯ法人ゆうゆう「ななかまど」に委託

をし、当事者・家族・支援者など地域住民を中心として関係者がきちんと関れる
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相談支援事業を実施します。 

  基幹相談支援センターについて設置に向けて検討を進めます。住宅入居等支援

事業についても、ＮＰＯ法人ゆうゆう「ななかまど」の機能を強化しながら検討

していきます。 

また、障がいサービス係に専門的資格を持つ社会福祉士・精神保健福祉士など

を配置し、相談支援事業機能強化事業を実施します。 
 

(2) 成年後見制度利用支援事業 
○ 成年後見制度の利用促進、制度の周知など必要とされる具体的な対策について

当別町障がい者地域自立支援協議会と連携して検討を深めます。 

 
(3) コミュニケーション支援事業 
○ 手話通訳者等の養成及び派遣事業について当別町障がい者地域自立支援協議会

で協議し、当別町の実情にあった事業を検証し、有効なサービス提供に努めます。 

 
(4) 日常生活用具給付事業 
○ 従来の制度を利用していた方のサービスが低下しないよう、それぞれの障がい

の特性により必要性を検討し、引き続き給付を実施します。 

 
(5) 移動支援事業 
○ 要望の多い移動支援事業の利用者数・利用時間の必要量の確保のため、委託事

業にて移動支援事業を実施します。 

 
(6) 地域活動支援センター事業 
○ 地域の実情やニーズに対応して、地域活動支援センター事業のより充実化に努

めます。 

○ 就労移行支援や就労継続支援を実施する施設などとの役割分担を検証し、就労

に向けての活動だけに限定しない、自己選択・自己決定の力を身につけ、自己実

現を体験できる日中活動の場として実施します。 

○ 地域活動支援センター強化事業の実施については、実施事業者との協議を行な

い、利用者に有効な強化事業の実践により社会参加の実現を目指します。 

 
(7) 独自事業 
○ 日中一時支援事業については、引き続き委託事業で事業を実施します。 

日中一時支援事業の推進については、障がい福祉サービス事業、デイサービス

事業、タイムケア事業等の他事業とのバランスを考慮し、利用者に有効な事業形

態を啓蒙し、さらに推進していきます。 

○ 当別町身体障がい者自動車運転免許取得費及び自動車改造費助成事業を実施し

ます。 

 


